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東三河広域連合公告第５４号 

 

公告 

 

一般競争入札を下記のとおり行う。 

 

令和 7 年６月６日 

東三河広域連合⾧  ⾧坂 尚登 

 

記 

１ 入札に付する事項 

 （１）業務名     

特色ある食を用いた東三河の魅力化方策基礎調査業務委託 

 （２）業務内容    

別紙「特色ある食を用いた東三河の魅力化方策基礎調査業務委託仕様書」のとおり 

 （３）業務期間    

契約締結日から令和 8 年３月 25 日まで 

 （４）業務場所    

東三河広域連合の指定する場所 

 

２ 入札参加資格 

  一般競争入札参加資格は、入札書提出日現在において次の各号に掲げる要件を全て満たすことと

する。 

 （１）地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４第１項の規定に該当しないこと。 

 （２）豊橋市、豊川市、蒲郡市、新城市、田原市、設楽町、東栄町及び豊根村（以下「構成市町

村」という。）のいずれかにおいて営業種目が中分類：調査委託、小分類：市場調査につい

て入札参加資格を有すること。 

 （３）本入札の公告の日から落札決定の日の期間において、東三河広域連合又は構成市町村のいず

れかにおいて、物品の製造・販売、物品の買受け及び役務の提供等に係る指名停止の期間が

ないこと。 

 （４）本入札の公告の日から落札決定の日の期間において「東三河広域連合が行う事務又は事業か

らの暴力団排除に関する合意書」（平成 27 年 5 月 1 日付け締結）に基づく排除措置を受けて

いないこと。 

 （５）宗教活動や政治活動を目的とした団体でないこと。 

 （６）東三河地域において食文化の振興やブランド推進に関わる業務を受注した実績があるなど、

東三河の地域産業について広域的な事業推進が可能であること。 
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３ 入札に関する事項 

 （１）契約条項を示す場所及び問い合わせ先 

    東三河広域連合総務部総務課 

  〒440-0806 愛知県豊橋市八町通二丁目１６番地（豊橋市職員会館４階） 

    電 話：０５３２－３５－６００６ 

    ファックス：０５３２－５６－１５５５ 

    電子メールアドレス：somu@union.higashimikawa.lg.jp 

 （２）開札日時 

    令和 7 年 6 月 20 日（金曜日） 午前 10 時から 

 （３）開札場所 

    豊橋市職員会館４階 会議室 

（４）入札書の提出期限 

    令和 7 年６月 19 日（木曜日） 午後５時必着 

 （５）入札書の提出先 

    （１）の担当部局と同じ 

 （６）入札書の提出方法 

    入札書（様式第１号）を入札書用封筒に厳封のうえ、郵送又は持参にて提出すること。 

      ※入札書用封筒の作成方法は、添付の参考のとおりとすること。 

     ※事前提出による入札書の日付は、入札書の提出期限以前の日付とすること。 

※郵便の場合は、「一般書留郵便」又は「簡易書留郵便」 

      ※信書便の場合は、書留郵便に準ずるものとすること。 

    （信書便とは、民間事業者による信書の送達に関する法律（平成 14 年法律第 99 号）第 2 条第 6

項に規定する一般信書便事業者又は同法同条第 9 項に規定する特定信書便事業者の提供するもの） 

 （７）入札保証金 

    免除する。 

 （８）契約保証金 

    免除する。 

（９）最低制限価格 

   有 

（10）質問期間及び方法 

   令和 7 年６月 13 日（金曜日） 午後５時必着 

（１）の担当部局宛て電子メール又は郵送にて入札質疑書（様式第２号）を提出すること。 

 （11）回答日及び方法 

    令和 7 年 6 月 17 日（火曜日） 東三河広域連合ホームページにて質問回答を公開する。 

 （12）入札の無効 

    東三河広域連合契約規則第４７条に該当する入札は無効とする。 

 （13）入札参加資格の確認及び理由書の通知 
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    入札参加資格は、入札後確認型で行う。 

    入札参加資格の確認の結果、資格がないと認められた場合には、その理由を通知する。この

通知を受けた者は、通知日の翌日から起算して５日（休日等を含まない。）以内に、該当理

由について、書面により説明を求めることができる。なお、書面の様式は自由とする。 

 （14）入札の回数 

    入札の回数は初度分を含めて３回までとする。  

（15）再度入札 

    再度入札となった場合は、改めて提出期限を示すものとする。 

（16）契約書作成の要否 

    要する。 

   

４ その他 

 （１）落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を

加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）

をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免

税事業者であるかを問わず、契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載す

ること。 

 （２）最低制限価格を下回った入札者は再度入札には参加することができない。 

 （３）落札候補者の決定方法は、東三河広域連合契約規則第４３条に基づいて作成された予定価格

の制限の範囲内かつ最低制限価格以上の価格をもって入札を行った者のうち、最低の価格を

もって有効な入札を行った者を落札候補者とする。ただし、落札候補者となるべき同価格の

入札をした者が 2 人以上あるときは、抽選により落札候補者を決定する。 

 （４）落札候補者は落札候補決定日の翌日から起算して２日以内（休日の場合は翌開庁日）の午後

５時までに下記の書類を提出すること。 

ア 本公告２（６）に規定する入札参加資格要件を確認できる書類の写し 

 （５）電子メール等の通信事故について、東三河広域連合は一切の責めを負わないものとする。 

 （６）東三河広域連合に談合情報が寄せられた場合で、談合の疑いが強いと東三河広域連合契約審

査会が認めた場合は、すでに行われた入札を無効とすることがある。     

 （７）本案件の入札等に関し、談合その他の不正行為が明らかになったときは、東三河広域連合契

約規則に基づき、賠償金を請求する場合がある。なお、契約の履行が完了した後等において

もこれを適用する。 

 （８）暴力団排除について、落札決定の日から契約締結の日までの期間において、落札者が合意書

に基づく排除措置を受けた場合は、原則として契約を締結しないものとする。なお、この場

合東三河広域連合は一切の損害賠償の責めを負わない。また、契約履行に当たり、妨害又は

不当要求を受けた場合は、発注者へ報告するとともに警察へ被害届を提出しなければならな

い。これを怠った場合は、指名停止措置又は契約の相手方としない措置を講じることがあ
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る。 

 （９）手続きにおいて使用する言語、通貨及び単位について、日本語、日本円、日本の標準時及び

計量法（平成４年法律第 51 号）に定める単位とする。 

 


